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平成２３年度に係る行政監査の結果に対する措置状況

第１ 監査の結果の報告

平成23年度に係る監査の結果については、平成24年9月4日に議会、知事及び関係のある委員会に報告

（平成24年9月4日付け北海道公報第2410号で公表）した。

第２ 監査テーマ

税外諸収入の収入未済金に係る徴収事務等について

第３ 監査対象部局

別紙のとおり

第４ 監査の結果に基づき講じた措置

各収入金ごとの改善意見に対する措置

改 善 を 要 す る 事 項 左 に 対 す る 措 置

(1) 中小企業高度化資金貸付金収入

(中小企業近代化資金貸付事業特別会計)

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 借受者の返済能力の確認が不十分なもの

貸付金の償還に当たっては、貸付決定後、20

年以内（据置期間3年以内）に償還することに

なっているが、償還開始当初から滞納している

ものや償還開始前に貸付先が倒産しているもの

があり、借受者の返済能力の確認が不十分と認

められるものがあった。

ｂ 貸付けの当否に係る経営分析指標等が明らか

となっていないもの

貸付けに当たっては、借受者の事業の計画の

妥当性や返済能力について、事前に中小企業診

断士の診断を受けることとされており、診断の

結果、改善を要する点を指摘された場合におい

ては、改善に係る措置状況を提出させ貸付決定

しているが、貸付けの当否に係る経営分析指標

等が明らかとなっていないものがあった。

ｃ 滞納時に貸付決定の是非を検証していないも

の

貸付決定時においては、中小企業診断士によ

る経営分析等に基づき、貸付先の返済能力の確

認が行われているが、滞納が生じた時点におい

て、貸付当初の経営分析等の妥当性について検

証されていなかった。

ｄ 連帯保証人の保証能力について確認困難とな

っているもの

連帯保証人は貸付けを受ける企業協同組合の

役員等であるため、貸付先の事業業績が悪化し

た場合は、連帯保証人の保証能力も低下すると

認められるが、貸付決定時において、連帯保証

人の保証能力について明らかになっておらず、

確認が困難となっているものがあった。

ｅ 物的担保が不足しているもの
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物的担保の設定については、平成17年 3月31

日までは北海道中小企業設備近代化資金等債権

管理事務処理要領に基づき、平成17年 4月 1 日

以降は北海道中小企業高度化資金債権管理指針

に基づき行われているが、破産処理等に伴い、

担保物件を処分しているものの中には、後発的

事由により、回収した配当額が債権額の 5割に

も満たないものが見受けられ、担保価値が不足

していると認められるものがあった。

また、担保物件の競売・任意売却を検討して

いるものにあって、買取先の見込みがなく、処

分困難となっているものがあった。

《改善意見》

ａ 貸付けに当たっては、借受者の返済能力の確 ａ 貸付けに当たっては、中小企業診断士の診断結果

認を十分行うこと。 や借受者から財務諸表の提出を受けて、借受者の返

済能力の確認を十分に行うこととしました。

ｂ 貸付けの当否に係る経営分析指標等について ｂ 貸付けに際しての経営診断勧告に対する貸付先か

明らかとすること。 らの措置状況については、より具体的な改善事項を

記載させ、再度、中小企業診断士とともに、売上見

込額やキャッシュ・フローなど、経営指標の基とな

る数値を精査し、計画の妥当性を検討することとし

ました。

ｃ 今後、滞納が発生した場合にあっては、当初 ｃ 今後、滞納が発生した場合にあっては、貸付当初

の貸付決定に問題がなかったか検証すること。 の経営分析結果と延滞に至った原因との関係を検証

し、必要に応じて、新たな貸付けに際しての経営分

析等に反映します。

ｄ 連帯保証人の保証能力について確認を十分行 ｄ 連帯保証人の保証能力については、所得証明書、

い、確認した内容について明らかにしておくこ 納税証明書、預貯金額などの提出を求め、十分確認

と。 するとともに、確認した書類を保管し、その内容を

明らかにすることとしました。

ｅ 貸付けに当たっては、十分な物的担保を確保 ｅ 貸付けに当たっては、貸付後における債権管理に

すること。 支障を来さないよう担保価値を確認し、十分な物的

担保を確保することとしました。

また、必要に応じて連帯保証人から追加で担保を

徴するなどの措置を講ずることとしました。

(ｲ) 徴収について

（改善意見なし）

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(2) 中小企業設備近代化資金貸付金収入

(中小企業近代化資金貸付事業特別会計)

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 借受者の返済能力について確認できないもの

近代化促進診断において、借受者の返済能力

について問題なしと判定しているが、その根拠

について記録した書面がなく、借受者の返済能

力について確認できないものがあった。

ｂ 連帯保証人の保証能力について確認できない

もの

近代化促進診断時に、貸付申請者から連帯保証
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人の資産、負債、所得等の状況を聴取することと

されているが、聴取した内容について記録した書

面がなく、連帯保証人の保証能力について確認で

きないものがあった。

また、貸付決定後、連帯保証人から連帯保証確

認書を提出させるとともに、債務保証能力を証す

る書面（前年の所得証明書、身分証明書、住民票

抄本）の提出を求めることとされているが、当該

書面がなく、提出されたか確認できないものがあ

った。

《改善意見》

本貸付金は平成11年度で貸付けを終了している 今後、類似の貸付金を創設する場合には、貸付決

が、今後、類似の貸付金を創設する場合には、貸 定に係る文書について、適切な保存・整理に努めま

付決定に係る文書について保存・整理を適切に行 す。

うこと。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 滞納整理票を整備していないもの

収入未済金については、出納局長通知により

滞納整理票を作成して処理経過等を記録し収納

管理を行うこととされているが、督促や催告な

どこれまでの交渉経過等については決定書や報

告書等により整理・保存しているのみで、滞納

整理票を作成していなかった。

ｂ 催告を適切に行っていないもの

分割納付が可能な債務者以外の債務者に対し

て、長期間催告などが行われていないものがあ

った。

ｃ 滞納者の資力等を把握していないもの

平成19年度に連帯保証人等に係る調査を実施

し、納付意識や資力等を把握したが、その後は

滞納者の資力等を把握していないものがあっ

た。

ｄ 返済計画を口頭で確認し納付書を送付してい

るもの

分割納付の可能な債務者については、当該年

度における返済計画について電話により協議し

ているが、返済計画書を文書で徴することをし

ておらず、電話で確認した内容に基づいて納付

書を送付していた。

《改善意見》

ａ 滞納整理票を作成して処理経過等を記録し、 ａ 滞納整理票については、これまで実施してきた督

収納管理を適切に行うこと。 促や催告等の処理経過を記録・整備し、収納管理を

適切に行いました。

ｂ 債務者に対する催告等については、文書や電 ｂ 債務者に対する催告等については、本年度中に債

話などにより適期に効果的な方法で行うこと。 務者の現況を調査し、文書や電話などにより適期に

効果的な方法による催告を実施します。

ｃ 連帯保証人の資力等を適期に把握し、必要に ｃ 連帯保証人の資力等の把握については、本年度中

応じ催告等を行い、収入確保に努めること。 に現況を調査し、必要に応じ連帯保証人へ催告等を

行うこととし、収入確保に努めます。

ｄ 分割納付が可能な債務者からは、書面により ｄ 分割納付が可能な債務者からは、本年度中に電話

分割納付計画書を徴し、徴収事務を適切に行う による納付計画の聴取に基づき、書面による分割納

こと。 付計画書を徴することとし、効果的な収入確保に努
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めます。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(3) 中小企業設備合理化資金貸付金収入等

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 借受者に係る返済能力などの確認が不十分な

もの

借受者が対象設備を購入するに当たっては、

道の貸付けが購入費用の100分80以内の額であ

ることから、貸付金以外に借主が2割以上負担

する経営能力がなければならないが、この 2割

の負担を他からの債務によっているものか確認

がされていなかった。

また、中小企業設備合理化促進条例では、必

要があると認めるときは、機械等購入資金の貸

付けを受ける者から当該対象機械等を担保とし

て提供させることができるとされているが、担

保を求める基準が明確となっていなかった。

ｂ 借受者の返済能力について確認できないもの

借受者の返済能力を確認するため、貸付時

に、財産目録、貸借対照表、損益計算書等を提

出させ、経営内容を確認したり、資産などの内

容（平均月収、保有不動産等）について、借受

者の自己申告により確認しているが、借受者の

返済能力について判断した書面がなく、返済能

力についてどのように判断したのか確認できな

いものがあった。

ｃ 物的担保の設定状況が確認できないもの

貸付金により導入した設備に対する譲渡担保

権の設定に係る書面がなく、設定状況について

確認できないものがあった。

《改善意見》

本貸付金はすでに貸付けを終了しているが、今 今後、類似の貸付金を創設する場合には、借受人

後、類似の貸付金を創設する場合には、借受人の の返済能力について十分確認して貸付けを行うとと

返済能力について十分確認して貸付けを行うとと もに、物的担保を求める基準を明確にします。

もに、物的担保を求める基準を明確にしておくこ また、貸付決定に係る文書については、適切な保

と。また、貸付決定に係る文書について保存・整 存・整理に努めます。

理を適切に行うこと。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 債務者の状況を把握していないもの

分割納付をさせているもので、計画どおり納

入されていないにもかかわらず、債務者の状況

を確認していないものがあった。

ｂ 連帯保証人に対する催告が不十分なものなど

連帯保証人に対する催告が不十分となってい

るものや死亡した債務者の相続関係の調査が不

十分となっているものがあった。

ｃ 滞納整理票を作成していないものなど

滞納整理票を作成していないものや作成のさ

れているものにあって債務者との交渉経過等の
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記録が不十分なものがあった。

ｄ 督促の状況が確認できないもの

督促を行ったことに関して記録された書面が

なく、時効の中断等を確認できないものがあっ

た。

《改善意見》

ａ 分割納付計画どおりに返済されていない債務 ａ 分割納付計画どおりに返済されていない債務者に

者に対しては、速やかにその状況を確認し、催 対しては、面談を実施するなど速やかにその状況を

告や納付計画の見直しなど必要な措置を行うこ 確認し、催告や納付計画の見直しなどの必要な措置

と。 を行うとともに、納付履行中の債務者についても、

今後の納入予定を確認するなど、全債務者の状況を

確認します。

ｂ 催告が不十分となっている連帯保証人につい ｂ 催告が不十分となっている連帯保証人について

ては、連帯保証人の現況を確認し、必要な措置 は、本年度内に面談を実施して現況を調査するな

を講じること。 ど、必要な措置を講じます。

また、死亡した債務者の相続関係の調査が不 また、死亡した債務者の相続関係の調査が不十分

十分なものについては、調査を行い、必要な措 なものについても、現況を把握した上で、文書や電

置を講じること。 話による催告等を実施します。

これまでも、戸籍調査を全件実施し、相続関係の

調査も実施しました。

ｃ 滞納整理票を作成して処理経過等を記録し、 ｃ 滞納整理票については、これまで実施してきた督

収納管理を適切に行うこと。 促や催告の経過を記録・整理し、収納管理を適切に

行いました。

ｄ 督促に係る文書について保存・整理を適切に ｄ 督促に係る文書については、滞納整理票等に記録

行うこと。 ・保存し、時効中断の時期を明確にします。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(4) 母子福祉資金貸付金収入等

(母子寡婦福祉資金貸付事業特別会計及び一般会計)

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 貸付けの必要性等について、明らかとなって

いないもの

当該貸付事業については、母子及び寡婦福祉

法により行われているものであることから、道

独自の基準の設定等が困難である側面も認めら

れ、道では母子家庭であるなど要件を形式的に

満たす場合には貸付決定することとしている

が、所得の上限額を設定していないため、一

部、高額所得者等に対する貸付けが行われるな

ど、貸付けの必要性について、明らかとなって

いないものがあった。

ｂ 類似の資金の借入れについて、確認を行って

いないもの

母子寡婦福祉貸付金修学資金の貸付けにあた

り、独立行政法人日本学生支援機構から貸付け

を受けている者に対しては、修学資金貸付一般

限度額と、特別限度額の差額を限度として、こ

れを貸し付けることができるが、当該奨学金に

よる貸付けの有無を確認せずに貸付けを行って

いるものがあった。

また、道の介護福祉士等修学資金や財団法人
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北海道高等学校奨学会からの貸付金の他、社会

福祉法人北海道母子寡婦福祉連合会、社会福祉

法人北海道社会福祉協議会、市町村、学校法人

などが独自に行っている貸付制度についても、

その借入れについて確認しないまま貸付けを行

っているものがあり、必要額以上の貸付けが行

われる問題とともに借受者の返済時の過重な負

担となる問題が認められた。

ｃ 貸付金の使途を確認していないもの

就学支度資金の貸付けにおいて、申請時に貸

付金の使途が分かる書類を提出させることとさ

れているが、道において共通様式を定めていな

いため、使途の詳細について、記載されていな

いものがあるなど、貸付金の使途を確認してい

ないものがあった。

ｄ 貸付金の目的を一部、達していないものなど

平成22年度の就学支度資金の貸付において、

同支度資金は平成23年 4 月からの入学に当たっ

て、事前に要する入学金等の費用に充てること

を目的に貸し付ける貸付金であることから、遅

くとも同年 3 月末までには貸付けが実行される

べきであるが、予算が不足したことにより、翌

年度予算により同年 4 月に貸付けを行っている

ものがあった。

ｅ 特別会計から一般会計への科目更正を行って

いるものなど

平成20年度貸付事業特別会計の貸付金の増加

や償還金の減少により、決算見込において、歳

出が歳入を上回ることとなったため、所管部の

指示により、平成20年度予算から支出した貸付

金を取消して21年度への年度更正を行っている

ものや、特別会計において支出した旅費や役務

費を一般会計へ科目更正を行っているものがあ

った。

ｆ 貸付決定の当否に借受者の返済能力を反映し

ていないもの

借受者の返済能力の有無の判定については、

貸付申請書に月収等を記載させるほか、償還計

画書を提出させ、源泉徴収票、課税証明書等に

より確認を行うこととしているが、借受者に係

る収入基準は設定されておらず、必要な書類が

整っている場合は形式的に貸付決定が行われて

いる。

そのため、既に母子寡婦福祉資金貸付金の借

入れを受け、返済が滞っている者への追加貸付

や生活保護受給中である者への貸付け、償還時

に月の返済額が月収の70％程度を占めることと

なる者への貸付けなど、貸付決定時において、

将来的な返済が困難又は期待できないと認めら

れる貸付けが散見された。

ｇ 貸付決定時の面接調査が行われていないもの

など

貸付申請書については、市町村や社会福祉協
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議会を経由して提出されるもののほか借受者か

ら直接、郵送されるものがあるが、面接調査が

行われない場合は、形式的に貸付決定が行われ

るため、貸付けの経緯等が把握できないものが

あった。

また、貸付決定に当たり、振興局職員や市町

村職員が面接調査を行っているものがあるが、

審査内容等が記録されておらず、貸付けの経緯

等が把握できないものがあった。

ｈ 貸付決定の当否に係る基準等を設けていない

ものなど

貸付決定を行う場合の借受者の収入額の下限

や他の借入金等を含めた将来的な返済の可能性

等について、総合的に判断する基準を設けてお

らず、また、原則的な考え方も示していないた

め、振興局等によっては、貸付けの当否の判断

が分かれるケースがあるものと認められたが、

それらについて、客観的な判断を下すための協

議等を行わずに決定を行っているものがあっ

た。

ｉ 貸付申請時の提出書類が区区となっているも

の

貸付申請時において、申請者に提出させる申

請書の添付書類が振興局等によって区区となっ

ているものがあった。

ｊ 貸付申請時に借受者の他の債務等を確認して

いないもの

借受者の他の借入金や税、公共料金等の債務

の有無について、把握を行っていないものや把

握を行っていても、その債務に係る内容や未納

状況等を確認していないものがあった。

ｋ 連帯保証人の所得基準が設定されていないも

の

貸付申請時には、連帯保証人の所得証明書等

を提出させているが、連帯保証人の所得基準は

設定されておらず、貸付けの当否に反映させて

いないものがあった。

ｌ 連帯保証人の相互保証を認めているもの

貸付けを受けようとする者が、他の貸付けを

受けようとする者の保証人になること、いわゆ

る、相互保証を認めているが、二人の借受者が

相互に保証人となっているもので両者が滞納し

ているものがあり、その際の保証能力の有無に

ついて、確認困難となっているものがあった。

《改善意見》

ａ 貸付決定時において、貸付けの必要性等を明 ａ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

らかとするよう検討すること。 を改正し、貸付けに当たっての基本的考え方及び貸

付時の判断要件とする項目を新設し、貸付けの必要

性について、より厳正に判断することとしました。

ｂ 借受者に係る類似の資金の借入れ状況につい ｂ 「母子及び寡婦福祉法施行細則」を一部改正し、

て、確認を行うこと。 申請者の他の借入状況に関し、申請時点における母

子寡婦福祉資金の滞納額も含め、貸付申請書に具体

的記述を行うよう様式改正を行いました。
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ｃ 貸付決定時において、借受者に係る貸付金の ｃ 「母子及び寡婦福祉法施行細則」を一部改正し、

使途を確認すること。 申請書添付書類として、資金の使途内訳様式を新設

し、個別経費名及び金額を全て詳細に記載させるな

ど、使途の確認を徹底することとしました。

ｄ 貸付金の目的に沿うよう適期に貸付けを行う ｄ 貸付金の目的に沿った適期の貸付けができるよ

こと。 う、各（総合）振興局から収支状況（計画と実績）

を報告させ、それに応じて資金配当を行うなど、計

画的な貸付け及び資金収支管理の徹底を図りまし

た。

ｅ 予算の執行管理を適切に行うこと。 ｅ 予算に不足が生じないよう、各（総合）振興局か

ら収支状況（計画と実績）を報告させ、それをもと

に資金収支の均衡の維持、資金管理の徹底を図りま

した。

ｆ 貸付決定の当否に借受者の返済能力を反映さ ｆ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

せるよう検討を行うこと。 を改正し、貸付決定時の判断の目安とする項目とし

て所得要件を新設するなど、借受者の返済能力を考

慮した貸付決定事務を徹底することとしました。

ｇ 貸付決定に当たっては、原則、面接を行い、 ｇ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

その結果を記録すること。 を改正し、新規申請時には原則として面接調査を行

い、その結果の記録を必ず行うこととしました。

ｈ 貸付決定に当たっては、貸付基準等の考え方 ｈ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

を示すとともに審査票を作成し、決定の判断が を改正し、貸付の基本的考え方及び貸付時の判断要

困難なものについては、組織的に審査するよう 件とする項目を新設するとともに、審査票の様式を

検討すること。 示し、貸付趣旨に沿った適正な審査、貸付決定を行

うこととしました。

ｉ 貸付申請時において、必要な提出書類を統一 ｉ 「母子及び寡婦福祉法施行細則」を一部改正し、

するよう検討すること。 申請書添付書類の統一を行いました。

ｊ 借受者に係る他の債務の有無や未納状況等に ｊ 「母子及び寡婦福祉法施行細則」を一部改正し、

ついて、把握を行うこと。 借受者の負債及び滞納額等を貸付申請書に詳細に記

述させることができるよう様式改正を行いました。

ｋ 貸付決定の当否に連帯保証人の返済能力を反 ｋ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

映させるよう検討を行うこと。 を一部改正し、連帯保証人の保証能力についての規

定を新設しました。

ｌ 貸付けを受けようとする者が、他の貸付けを ｌ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

受けようとする者の保証人になることの是非や を改正し、相互保証の場合にあっても、連帯保証に

貸付けを受けている者が他の借受者の連帯保証 準じて保証能力の有無を判断することとしました。

人となっていて、滞納となった場合の連帯保証

人の変更等について、検討を行うこと。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 個人別の滞納額や返済額の把握を行っていな

いもの

貸付決定 1件ごとの滞納額や返済額について

は、母子福祉資金償還システムにおいて出力さ

れる貸付台帳により把握しているが、個人別の

滞納額や返済額を把握する仕組みとなっておら

ず、また、実施機関である振興局等においても

把握していないところがあった。

また、パソコンの表計算ソフトにより、借受

者ごとの滞納額等を把握している場合にあって

も、日々の管理を行っていないため、借受者ご

との貸付額や収入未済額の確認が困難となって

いるものがあった。
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ｂ 所在不明者に係る調査を行っていないもの

滞納者が所在不明となった場合において、転

居先等の調査を行っていないものがあった。

ｃ 催告等の滞納整理を行っていないもの

滞納整理票を作成しておらず、催告等の滞納

整理を行っていないものや長期間、催告を行っ

ていないもの、電話のみにより催告を行ってい

るものなどがあった。

ｄ 催告の状況について、記録が不十分なもの

催告の状況について、文書によるものは記録

されているものの、電話によるものは、記録さ

れておらず、内容の確認が困難となっているも

のがあった。

ｅ 所属長等への報告を行っていないもの

滞納整理票を作成し、催告の状況を記録して

いるものについて、所属長等への報告を行って

いないものがあった。

ｆ 分割納付について、口頭により申し出を受理

しているもの

分割納付について、申出書の徴取を行わず

に、電話等により口頭受理しているものにあっ

て、滞納整理票や電話受理等の記録が行われて

いないため、時効の中断事由に該当するかどう

かが判然としないものがあった。

ｇ 連帯保証人に対する催告を適期に行っていな

いもの

連帯保証人に対し、借受者の滞納額が高額に

なってから初めて催告を行っているものなど、

催告を適期に行っていないものがあった。

ｈ 連帯保証人に対する催告が行われていないも

の

連帯保証人に対して、催告を行っていないも

のや催告を行っている場合にあっても文書や電

話による催告のみで面談、訪問による催告を行

っていないものがあった。

ｉ 違約金を徴収していないものなど

貸付けを受けた者が支払期日に償還金を支払

わなかったときは、支払期日の翌日から支払当

日までの日数に応じて違約金を徴収することと

されているが、徴収した実績はなかった。ま

た、違約金の免除の規定はあるものの、免除の

決定を行っていなかった。

ｊ 強制執行等に係る手続きを行っていないもの

簡易裁判所への支払督促の申立てや借受人の

財産調査を実施したことはなく、また、強制執

行等の措置を講じた事例も認められなかった。

ｋ 時効を中断するための必要な措置をとってい

ないものなど

債権が時効によって消滅するおそれがあると

きは債務承認書の徴取や裁判上の手続などによ

り、時効を中断するための必要な措置をとらな

ければならないこととされているが、これを行

っていないものがあった。
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また、借受者からの時効の援用があって、消

滅時効は完成することとなるが、不納欠損整理

を行ったもののうち、援用の有無について、確

認困難となっているものがあった。

《改善意見》

ａ 債権の管理のため、個人別の滞納額や返済額 ａ 母子福祉資金等償還システムを見直し、平成25年

の把握について、検討を行うこと。 6月以降、債権者別（個人別）の償還未済の状況を

端末画面から確認できるよう改善を図りました。

ｂ 所在不明者に係る調査を行うこと。 ｂ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

を改正し、関係市町村に対し、必要な情報の提供を

依頼し、滞納者の所在を確認することとしました。

ｃ 滞納整理票を作成するとともに適期に催告 ｃ 各（総合）振興局に対し、滞納整理票への記載項

等、滞納整理を行うこと。 目を提示するとともに、催告活動を適切に行い、記

録を整備するよう周知しました。

ｄ 催告の状況について、文書によるもののほ ｄ 各（総合）振興局に対し、電話による催告につい

か、電話によるものについても滞納整理票への ても、その経緯を滞納整理票へ記録し適切に管理す

記録を行うこと。 るよう周知しました。

ｅ 滞納整理票について、所属長等への報告を行 ｅ 各（総合）振興局に対し、滞納整理票について、

うこと。 所属長への報告を行うよう周知しました。

ｆ 分割納付の申し出については、申出書を徴取 ｆ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

することとし、口頭により、申し出を受理する を改正し、申出が電話等により口頭で行われ、申出

場合にあっては、滞納整理票や電話受理簿等へ 書の提出がなされない場合は、申出内容を滞納整理

の記録を行うこと。 票に記録のうえ、納付書及び「分割納入に係る申出

について」を送付するよう、各（総合）振興局に周

知しました。

ｇ 借受者の滞納時には、連帯保証人に対し早期 ｇ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

に通知を行うこと。 を一部改正し、滞納者に対して再度の督促活動を行

っても納入されない場合は、連帯保証人に対して償

還金の滞納状況及び償還金の納入について文書催告

することとしました。

ｈ 連帯保証人に対する催告を適切に行うこと。 ｈ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

を一部改正し、連帯保証人に対する催告文書様式を

整備し、催告を適切に行うよう周知しました。

ｉ 違約金の徴収や免除の在り方について、検討 ｉ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

すること。 を一部改正し、違約金免除要件を見直し、免除の取

扱いについて明確化を図りました。

ｊ 強制執行等に係る手続の可否について、検討 ｊ 支払督促の申立て等、法的措置に係る手続のあり

すること。 方については、他都府県等の取組状況を参考としな

がら、引き続き具体的な手法や対象とする債務者の

選定基準等を検討します。

ｋ 時効を中断するための必要な措置をとるよう ｋ 「北海道母子・寡婦福祉資金貸付事務取扱要領」

検討すること。また、不納欠損を行う際は時効 の一部改正により、時効中断のための事務処理手順

の援用の有無を確認すること。 を整理し、中断に必要な文書記録の整備の徹底を改

めて周知するとともに、不納欠損前の援用確認手順

についても適正に行う旨を明記し、規定を整備しま

した。

また、債権が時効によって消滅する恐れがあり、

債務承認書の提出要請に対しても明確な意思表示の

ない、いわゆる償還意思がないと判断される債務者

については、民間業者への回収委託により償還促進

を図っているところです。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》
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ａ 母子寡婦福祉償還金システムにおいて必要な

計算ができていないものなど

母子寡婦福祉資金貸付金に係る電子計算シス

テムとして、「母子寡婦福祉償還金システム」

が構築、運用されているが、個人別の滞納額や

返済額、違約金の額、滞納者数、過年度未収金

合計額等がシステム上、計算されない仕組みと

なっていた。

また、各振興局等においても、過去の入力状

況等を確認していないため、北海道財務会計ト

ータルシステムの額と符合しないものや額の正

否が確認困難となっているものがあった。

さらに同システムの端末は、債権管理等を行

う振興局等の課とは別の課に配置されている端

末と共用のため、必要な事務処理が困難となっ

ている場合があるほか、同システムにより本庁

において出力され振興局等へ送付されている貸

付台帳や督促状等の年間の出力枚数は５０万枚

にも達しており、台帳等の差替作業のみでも相

当の日数を要するなど、システムの利活用が十

分に行われていないものと認められた。

ｂ 滞納整理方針等が策定されていないもの

収入未済額の解消のためには、滞納に係る現

状の把握や分析、滞納整理方針の策定、収入率

等に係る目標の設定が必要であるが、それらが

行われていなかった。

ｃ 主に特別職非常勤職員が業務を担っているも

の

特別職非常勤職員である母子福祉資金等償還

協力員、母子自立支援員及び家庭相談員が貸付

事務や徴収事務に関する主たる役割を担ってい

る状況にあり、複数職員による組織的、一体的

な取組は認め難い状況となっていた。

ｄ 事務マニュアルの整備がされていないものな

ど

事務マニュアルの整備はされておらず、研修

会も定期的、継続的には開催されていなかっ

た。

《改善意見》

ａ 母子寡婦福祉償還金システムについては、債 ａ 母子福祉資金等償還システムの改修により、平成

権管理のための必要な計算ができない状況とな 25年8月以降、債権者別の償還状況を適期に把握で

っていると認められることから、システムの改 きるようにしました。

修を行う際には、所要の検討を行うこと。

また、母子福祉資金償還システムを利用した

滞納整理事務については、より効率的な処理方

法の検討を行うこと。

ｂ 滞納に係る現状把握や分析、滞納整理方針の ｂ 各（総合）振興局に対し、滞納の現状分析に基づ

策定、収入率等に係る目標の設定などについ き未収金解消対策及び目標収納率等を提示しまし

て、検討すること。 た。

ｃ 徴収事務等について、複数職員による組織 ｃ 各（総合）振興局に対し、償還促進強調月間にお

的、一体的な取組を検討すること。 ける訪問体制の強化等をはじめとする、徴収の取組

手法の見直しについて通知し、徴収事務に係る一体

的な取組を進めました。
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ｄ 事務マニュアルの策定や定期的、継続的な研 ｄ 各（総合）振興局の貸付事務に携わる職員の研修

修会の開催について、検討すること。 について、定期的・継続的な実施に努めます。

(5) 林業・木材産業改善資金貸付金収入等

(林業・木材産業改善資金貸付事業特別会計)

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 規程等が整備されていないもの

貸付けに当たっては、貸付けに係る規則や要

綱などに基づいて決定しなければならないが、

貸付け当時の規程等が整備されていないものが

あった。

ｂ 貸付け決定した理由が記載されていないもの

貸付けを否と判定しているものであっても、

林業・木材産業改善措置に関する計画を実行す

ることにより償還が見込める者に対しては貸付

けができるとされているが、決定書に貸付けを

決定した理由が記載されていないものがあっ

た。

《改善意見》

ａ 関係規程等を適切に管理すること。 ａ 貸付け当時整備されていなかった関係規程等につ

いては、整備しました。今後は、適切に管理するよ

う努めます。

ｂ 貸付けに当たっては、規程等に定められた審 ｂ 貸付けを決定した理由については、具体的に記載

査基準に基づいて決定し、貸付けを決定した理 しました。今後は、適切に記載するよう努めます。

由を具体的に記載すること。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 滞納整理票が適切に整理されていないもの

滞納整理票については、滞納整理の状況の記

載を行うこととされているが、徴収督励の記録

がなされていないものや督促状を発した記録が

ないなど、適切に整理されていないものがあっ

た。

ｂ 徴収督励の経過を報告していないもの

徴収督励の経過について、所属長まで報告し

ていないものがあった。

ｃ 催告を行っていないもの

督促指定期限までに返済がされない場合は催

告を行うこととされているが、文書、電話、面

談等による催告を行っていないものがあった。

ｄ 違約金を徴収していないもの

林業・木材産業改善資金助成法に基づき、違

約金を徴収することとしているが、これを行っ

ていないものがあった。

ｅ 督促状を適期に発していないもの

督促状は納期限後30日以内に発しなければな

らないが、これを経過して発しているものがあ

った。

ｆ 納付金を充当する債務が明らかでないもの

複数の債務がある者の連帯保証人から、当該

複数の債務を合算した1枚の返済誓約書を提出

させているが、毎月の分割納付金をどの債務に
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充当するのか明らかになっていないものがあっ

た。

《改善意見》

ａ 徴収督励の記録や督促状を発した記録などを ａ 滞納整理票については、徴収督励の記録や督促状

適切に記載するなど、滞納整理を適切に整理す を発した記録などを整理しました。今後は、適切に

ること。 整理するよう努めます。

ｂ 催告を行うなど、徴収督励の経過があった場 ｂ 徴収督励の経過については、所属長まで報告しま

合は、所属長まで報告すること。 した。今後は、適切に報告するよう努めます。

ｃ 催告等については、文書や電話などにより適 ｃ 催告等については、滞納者及び連帯保証人に対し

期に効果的な方法で行うこと。 滞納者現況調査を行いました。今後は、適期に行う

よう努めます。

ｄ 違約金については、適切な事務処理を行うこ ｄ 違約金の徴収については、今後、適切な事務処理

と。 を行うよう努めます。

ｅ 督促については、適切な事務処理を行うこ ｅ 督促については、今後、適切な事務処理を行うよ

と。 う努めます。

ｆ 複数の債務がある場合は、納付金をどの債務 ｆ 複数の債務がある場合については、納付金をどの

に充当するのか明確にすること。 債務に充当するのか明確にしました。今後は、適切

に整理するよう努めます。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(6) 公立高等学校奨学資金貸付金収入等

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 貸付台帳の整備や管理を適切に行っていない

もの

奨学資金貸付金収入及び学資金返還金につい

ては、貸付台帳を債権管理簿として使用してい

るが、督促や催告の経緯などが記載されていな

かった。

ｂ 催告を適切に行っていないもの

督促により指定した期限を経過してもなお納

付しない者に対しては、年に 1 回の文書によ

る催告を実施しているが、電話等による催告を

ほとんど実施していなかった。

また、保証人に対しては債務者が滞納してい

る旨の通知は行っている（奨学資金）が、催告

を行っていなかった。

ｃ 延滞利息等を徴収していないもの

北海道公立高等学校生徒学資金貸付条例によ

り、奨学資金貸付金が期限を経過して返還され

るときは、延滞利息を徴収することとしてお

り、また、北海道高等学校定時制課程及び通信

制課程生徒学資金貸付条例により、学資金返還

金が期限を経過して返還されるときは、違約金

を徴収することとしているが、これらを徴収し

ていなかった。

ｄ 滞納者の納付意識や資力等を把握していない

もの

分割納付などの納付方法について教育庁へ連

絡を行うよう、滞納者に「学資金償還に係る連
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絡事項」を文書で発送しているが、平成22年度

の状況では、滞納理由が不明となっているもの

が大半を占めており、滞納者の納付意識や資力

等を把握していないものがあった。

ｅ 支払督促申立等の法的措置に向けた整理を行

っていないもの

奨学資金及び学資金の長期滞納者について、

簡易裁判所に対して支払督促申立を行うなどの

法的措置による未収金の解消に向けた検討は行

われていなかった。

《改善意見》

ａ 貸付台帳に債権の発生から消滅に係る経過等 ａ 督促や催告の経過等の記録については、貸付台帳

を記録し、債権管理を適切に行うこと。 に経過等を記載できるようにするなどして、督促や

催告状況をこれまで以上に詳細に記載することし、

未納者の債権管理を正確に行うこととします。

ｂ 文書による催告のほか、電話などによる催告 ｂ 催告については、定期的に未納者あて文書や電話

を適切に行い、収入の確保に努めること。 により実施するほか、納付のない場合には、保証人

また、必要に応じ、保証人に対しても催告を に対しても文書による催告を行うなど、適切な事務

実施すること。 処理に努めます。

ｃ 延滞利息及び違約金の徴収について検討する ｃ 返還金が未納となっている原因は昨今の厳しい経

こと。 済・雇用情勢が影響していると考えており、また、

中途退学者もこうした影響を受けているものと考え

ていることから、元金の完済を優先させております

が、延滞利息や違約金の徴収については他の貸付金

の動向を把握するなど、引き続き検討します。

ｄ 滞納者の納付意識や資力等の調査を適切に行 ｄ 滞納整理を促進するため、督促等の際に本人の住

うこと。 所確認や返済予定の確認等を行う連絡票を送付する

などして滞納者の納付意識や資力等の把握に努めて

いるところですが、今後は連絡票送付の際に連絡先

等の確認のほか、滞納者等に対し柔軟な返済に応じ

ることや計画的な返済について説明するなど、きめ

細かな対応を行うことにより、効果的な返済につな

がるよう努めます。

ｅ 長期間の納付のない者に対しては、簡易裁判 ｅ 長期間の納付のない者に対しては、簡易裁判所に

所に対して支払督促申立を行うなどの法的措置 対し支払督促申立を行うなどの法的措置について、

について検討すること。 引き続き検討します。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 滞納整理方針等を策定していないもの

学資金については、平成23年度に督促や催告

を強化したことにより未収金の解消が進められ

たが、奨学資金、学資金ともに収納目標の設定

や滞納整理方針等の計画的な未収金解消のため

の取組は行われていなかった。

《改善意見》

ａ 収納目標の設定や滞納整理方針等を策定する ａ 収納目標の設定を策定するほか、特に、未納額の

など、未収金の計画的な解消に向けた取組を行 大きな者や時間が経過している者へ重点的に催告を

うこと 行っていくなど、未収金の計画的な解消に向けた取

組に努めます。

(7) 農業改良資金貸付金収入等

(農業改良資金貸付事業特別会計)

(ｱ) 債権について
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（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を行っていないもの

納入期限未到来の償還金について、行方不明

等により直ちに債権回収に着手するため一時償

還請求を行い納入期限を繰り上げているが、そ

の一時償還金に係る督促を行っていないものが

あった。

ｂ 催告等を行っていないもの

滞納者と連絡が取れない場合などにおいて、

居所等の確認を行っていないものや、 1年以上

催告を行っていないもの、連帯保証人へ催告を

行っていないものなどがあった。

ｃ 滞納者の資力回復等を確認していないもの

滞納者の資力回復の状況等を調査していない

ものや、分納誓約をした連帯保証人に対し、分

納金額の増額等を要請することなく納入通知書

だけを送っているものなど、収入未済額を早期

に解消するための取組を行っていないものがあ

った。

《改善意見》

ａ 督促については、適切な事務処理を行うこ ａ 督促については、各振興局に対し、「北海道農業

と。 改良資金貸付債権保全事務等事務処理要領」に従い

適切な事務処理に努めるよう、指導を行いました。

引き続き適切な事務処理に努めるよう各振興局を指

導してまいります。

ｂ 滞納者と連絡が取れない場合などにあって ｂ 各振興局に対し、滞納者と連絡が取れない場合な

は、転居先等の調査を行うこと。 どにあっては、転居先等の調査を行うとともに、

また、連帯保証人に対して催告を行うなど、 連帯保証人に対して適期に催告を行うよう指導し、

適期に催告を行うこと。 滞納者の転居先を訪問し、現況調査を行いました。

また、調査の結果、不明だった連帯保証人の住所

が判明し、催告を行いました。引き続き催告し、収

入確保に努めるよう各振興局を指導してまいりま

す。

ｃ 滞納者等の納付意識や資力等の調査を適期行 ｃ 各振興局に対し、滞納者や連帯保証人の資力調査

うとともに、調査結果に応じて定期的に分納額 を適期に行うとともに、調査結果に応じて分納額の

の増額を要請するなど、滞納の実態に即した滞 増額を要請するよう指導を行いました。引き続き増

納整理を促進すること。 額要請に努めるよう各振興局を指導してまいりま

す。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 関係機関と連携を図っていないもの

貸付金の担保として抵当権を設定している借

受人所有の土地について、他の所管課が差押え

を行っているが、差押え後の対応や今後の滞納

処分について情報交換するなど、振興局内での

情報交換や連携が図られていなかった。

《改善意見》

ａ 今後の滞納処分の進め方を情報交換するな ａ 各振興局に対し、担当部署と連携を図り、滞納処

ど、関係機関や振興局内で連携を図り収入確保 分の進め方など情報交換を行うよう指導を行いまし

に努めること。 た。他の機関の債務状況等を把握し、滞納処分につ

いて進めており、引き続き情報交換等を行って収入
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確保に努めるよう各振興局を指導してまいります。

(8) 看護職員等養成修学資金貸付金収入

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 貸付金返還の免除要件に係る就業状況の確認

を行っていないもの

看護業務従事状況報告書等の各種届出につい

ては、貸付金返還の免除要件に係る就業状況を

確認するものであるが、提出時期を過ぎても未

提出の者に対して確認を行っていないものがあ

った。

また、未提出の者に対する取扱いが明らかと

なっていなかった。

《改善意見》

ａ 看護業務従事状況報告書等の各種届出につい ａ 看護業務従事状況報告書等の未提出者に対して

て、提出時期を過ぎても未提出の者に対して は、順次文書による確認を実施し、この結果で不明

は、積極的な連絡等を行うこと。 の者に対しては、更なる就業状況の確認を実施する

また、未提出の者に対する取扱いを検討する こととしました。

こと。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 滞納整理票による適切な債権管理を行ってい

ないもの

収入未済金については、出納局通知により滞

納整理票を作成して処理経過等を記録し収納管

理を行うこととされているが、処理経過等の記

録を行っていないなど、適切な債権管理を行っ

ていないものがあった。

ｂ 催告を行っていないもの

督促により指定した期限を経過してもなお納

付しない者に対し、平成23年度においては、催

告を行っていないものがあった。

ｃ 連帯保証人に対する催告を行っていないもの

貸付けに当たっては、連帯保証人による人的

担保を徴しているが、滞納になっているものに

ついて連帯保証人に対する催告を行っていなか

った。

ｄ 違約金を徴収していないもの

貸付条例の規定では、返還期限までに貸付金

を返還しなかった場合には違約金を徴収するこ

ととされているが、これを徴収していなかっ

た。

ｅ 強制執行等に向けた整理を行っていないもの

看護職員等養成修学資金貸付金収入について

は、自治法の規定により督促をした後相当の期

間を経過してもなお納付されないときは、強制

執行等の措置をとらなければならないこととさ

れている債権であるが、これまでに強制執行等

の措置をとった例はなく、強制執行等に向けた

債権の整理も行っていなかった。

《改善意見》
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ａ 滞納整理の処理経過については、適切な記録 ａ 収入未済金については、滞納整理票を整備し、適

管理を行うこと。 切な記録管理に努めることとしました。

ｂ 督促により指定した期限を経過してもなお納 ｂ 督促により指定した期限を経過してもなお納付し

付しない者に対しては、文書や電話などによる ない者に対しては、順次文書催告を実施し、今後適

催告を適切に行い、収入の確保に努めること。 切に電話催告も行うこととしました。

ｃ 督促した後相当の期間を経過しても貸付金が ｃ 滞納になっているものについては、連帯保証人に

返還されない場合は、連帯保証人に対して催告 対し催告を実施することとしました。

を行うこと。

ｄ 違約金については、貸付条例の規定に基づき ｄ 返還期限までに貸付金を返還しなかった場合に

適切に処理すること。 は、違約金を貸付条例の規定に基づき適切に処理す

ることとしました。

ｅ 看護職員等養成修学資金貸付金収入について ｅ 長期間納付のない滞納者については、強制執行等

は、債権の整理を行った上で、長期間納付のな の措置について検討します。

い者に対しては強制執行等の措置をとることに

ついて検討すること。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(9) 介護福祉士等修学資金貸付金収入

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 連帯保証人の保証能力が確認困難となってい

るもの

介護福祉士等修学資金の貸付けを受けようと

する者は、連帯保証人 2人を定める必要がある

とされているが、連帯保証人は「独立の生計を

営む成年者」であることとされているのみで、

保証能力の要件が定められていないため、無職

の者や高齢の者が連帯保証人となっているもの

などがあった。

ｂ 貸付金返還の免除要件の確認を行っていない

もの

借受者は卒業後、従事期間が満了し修学資金

等が全額免除されるまで毎年 4月に介護等の業

務従事報告書の提出が義務づけられているが、

この未提出者に対する確認を行っていないもの

があった。

《改善意見》

ａ 連帯保証人に一定の保証能力の要件を定める ａ 介護福祉士等修学資金貸付事業実施要綱の改正を

よう検討すること。 行い、連帯保証人に係る一定の保証能力の要件を定

めました。

ｂ 借受者に係る介護等の業務従事状況を確認す ｂ 介護等の業務従事報告書が未提出の者について、

ること。 提出を促し、介護等の業務従事状況を確認していま

す。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 催告を適切に行っていないものなど

督促状の指定期限の経過後も納付されない場

合は、電話や文書、訪問等により催告を行うこ

ととされているが、これを長期間行っていない

ものや年に一度程度しか行っていないものがあ

った。また、所在不明となったものについて、

調査等を実施していないものがあった。
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《改善意見》

ａ 返還金の納付が滞っている債権について催告 ａ 返還金の納付が滞っている債権について、催告を

を適切に行うこと。 適切に行うこととしました。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 滞納整理方針等を策定していないもの

個別の滞納状況の把握や滞納整理方針の策定

など、収入未済額を解消するための取組がなさ

れていなかった。

《改善意見》

ａ 滞納整理方針の策定など収入未済の解消に向 ａ 収入未済縮減計画を作成し、収入未済の解消に向

けた取組を行うこと。 け、滞納者に対し改めて催告や電話等による取組を

行うこととしました。

(10) 道営住宅使用料等（道営住宅事業特別会計）

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 収入申告書の回収が十分でないもの

北海道営住宅条例及び同条例施行規則によ

り、入居者（毎年度10月 1 日現在で入居する

者）に対して、振興局長等の定める期限までに

振興局等又は指定管理者への収入申告書の提出

を義務付けており、未提出者に対しては、道営

住宅入居者の収入申告に関する事務取扱要領に

より、文書又は電話等により催告することにな

っているが、最終催告書の提出期限である10月

末日までに収入申告書を回収していないものが

あった。

ｂ 連帯保証人の所得を証明する書面が添付され

ていないもの

北海道営住宅条例及び同条例施行規則によ

り、北海道営住宅入居請書に連署する連帯保証

人の所得を証明する書面を添付する必要がある

が、添付されていないものがあった。

《改善意見》

ａ 入居者に提出を義務付けている収入申告書の ａ 収入申告書の回収については、平成24年9月6日に

未回収の解消に努めること。 開催した「平成24年度第1回全道主査(建築住宅)・

担当者会議」において、「道営住宅入居者の収入申

告に関する事務取扱要領」に基づき未申告の解消に

努めるよう指導するとともに、平成24年9月10日付

け各振興局建設指導課長あて文書により、改めて未

申告者に対する督促を強化するよう通知を行いまし

た。また、引き続き未申告者に対する催告を継続し

てまいります。

ｂ 連帯保証人の所得を証明する書面の添付について

ｂ 北海道営住宅入居請書に連署する連帯保証人 は、平成24年9月6日に開催した「平成24年度第1回

の所得を証明する書面を添付させること。 全道主査(建築住宅)・担当者会議」において、関係

規程の主旨を改めて説明し、適切な事務処理を行う

よう指導しました。また、引き続き適切な事務処理

に努めるよう各振興局等を指導してまいります。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 遅延利息の徴収を行っていないもの
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遅延利息の徴収については、徴収根拠となる

規定を定めていないため、これを徴収していな

かった。

ｂ 民生部局に対し代理納付制度等の要請を行っ

ていないもの

滞納者に住宅扶助料を受給している生活保護

世帯がある場合に、民生部局に対して代理納付

制度の活用や納付指導の協力を要請していない

ものがあった。

なお、代理納付制度とは、生活保護法第37条

の 2に規定する保護の特例（住宅扶助の代理納

付）により、住宅扶助費について、被保護者に

代わり保護の実施機関が住宅使用料を納付する

ことを可能とする制度であり、同法改正後の平

成18年 4 月 1日から被保護者の同意及び委任状

等は要しない。

《改善意見》

ａ 遅延利息の徴収について、検討すること。 ａ 遅延利息の徴収については、他都府県及び政令指

定都市での状況を参考にしながら、関係規程の整

備、電算システムの改修等について検討を行ってい

るところです。

ｂ 滞納者に住宅扶助料を受給している生活保護 ｂ 生活保護世帯の滞納に係る、民生部局に対する納

世帯がある場合には、民生部局に対して納付指 付指導の協力要請や代理納付制度の活用について

導の協力を要請するとともに、代理納付制度の は、平成24年9月6日に開催した「平成24年度第1回

活用について検討すること。 全道主査(建築住宅)・担当者会議」において周知を

行いました。なお、実施にあたり、いくつかの市町

と事務処理に関する調整が残っている状況ではあり

ますが、関係市町の福祉部局とは代理納付の実施に

ついての内諾は得ているところです。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 財務会計トータルシステムと道営住宅管理シ

ステムの収入未済額に不符合が生じているもの

住宅使用料及び駐車場使用料の財務会計トー

タルシステムと道営住宅管理システムについ

て、収入未済額の全道計を比べると、現年度分

及び過年度分で不符合が生じていた。

ｂ 道営住宅管理システムを活用していないもの

住宅使用料及び駐車場使用料について、道営

住宅管理システムに督励等の処理経過を入力す

ることにより、振興局等と指定管理者の間に迅

速な情報の共有を図ることができ、さらに滞納

整理票として出力できるようになるが、操作方

法の理解が不足しているなどのため、これらの

機能を利用できず、道営住宅管理システムを活

用していないものがあった。

《改善意見》

ａ 住宅使用料及び駐車場使用料について財務会 ａ 財務会計トータルシステムと道営住宅管理システ

計トータルシステムと道営住宅管理システムの ムの収入未済額等の不符号の解消については、平成

収入未済額等の不符合の解消に努めること。 24年9月6日に開催した「平成24年度第1回全道主査

(建築住宅)・担当者会議」において、適切な収納管

理業務を行うよう指導を行いました。また、引き続

き適切な収納管理業務に努めるよう各振興局等を指
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導してまいります。

ｂ 道営住宅管理システムについて、振興局等の ｂ 道営住宅管理システムの操作方法の周知について

担当者や指定管理者に対し、研修などにより操 は、平成24年9月6日に開催した「平成24年度第1回

作方法を周知するとともに、督励等の処理経過 全道主査(建築住宅)・担当者会議」及び平成24年12

の入力を指導することにより、迅速な情報の共 月21日に開催した平成24年度第2回全道主査(建築住

有や滞納整理票の出力などに活用できるように 宅)・担当者会議｣において操作方法について周知を

すること。 行いました。

(11) 道路占用料等

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を適切に行っていないもの

督促については、時効中断の効力を有するほ

か、滞納処分の前提要件とされているものであ

り、また、延滞金の発生要件でもあることか

ら、堤塘使用料を納期限までに完納しない場合

は、徴収条例の規定に基づき納期限後30日以内

に督促を行わなければならないこととされてい

るが、30日を超えて督促しているものがあっ

た。

ｂ 催告を適切に行っていないもの

催告については、文書、電話、訪問等を繰り

返すことにより、滞納者の直近の状況把握や実

効性の高い取組の実施につながり、結果とし

て、滞納整理の促進となるほか滞納処分の前提

要件となるが、 1年間に 1 度しか催告を行って

いないものがあった。

ｃ 必要な納付計画書の徴取を行っていないもの

滞納者から分割納付の申し出があり、これを

認める場合は納付計画書を徴取することとなっ

ているが、徴取していないものがあるため、申

し出のとおり分割納付を履行しない者に対し

て、納付計画書を示すなどによる催告が行えな

い状態となっているものがあった。

ｄ 十分な滞納処分の検討を行っていないもの

平成19年 7月策定の滞納整理強化推進 3箇年

計画で示した滞納処分の基準では、高額（10万

円以上）・長期間（ 3 年以上）の案件を優先

して滞納処分を行うとされているが、少額な滞

納案件については、滞納処分に係る十分な検討

を行っていないものがあった。

ｅ 十分な財産調査等を行っていないものなど

平成19年 7月策定の滞納整理強化推進 3箇年

計画で示した財産調査の基準では、 1万円以上

の滞納者の財産調査を実施することとされてお

り、滞納整理を促進するとともに、不納欠損の

整理や滞納処分の前提要件でもあるが、財産調

査を行っていないものや所在不明者の調査を行

っていないものがあった。

ｆ 不納欠損を適切に行っていないもの

時効により不納欠損としないために、催告や
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納付誓約書の徴取など、時効を中断させるため

の取組を特に行っていないものがあった。

また、道路占用料の不納欠損の整理につい

て､時効完成前に不納欠損の決定を行っている

ものがあった。

《改善意見》

ａ 督促については、適切な事務処理を行うこ ａ 督促については、関係規程に基づき適切な事務処

と。 理を行うよう、振興局等に対して文書「平成23年度

行政監査結果に対する滞納整理事務の改善について

（通知）」（平成24年10月31日付河川第820号）で

指導通知を行いました。

また、振興局等における実施状況の把握に努め、

必要に応じて助言、確認を行います。

ｂ 催告については、適切な事務処理を行うこ ｂ 催告については、滞納者の実情に応じて実施する

と。 よう、振興局等に対して文書「平成23年度行政監査

結果に対する滞納整理事務の改善について(通知)」

（平成24年10月31日付河川第820号）で指導通知を行

いました。

また、振興局等から毎月の実施状況について報告

を受けるようにし、振興局等における実施状況の把

握に努め、必要に応じて助言、確認を行います。

ｃ 納付計画書については、必要性を十分に検討 ｃ 納付計画書については、必要性を十分に検討した

の上、徴取に努めること。 上で徴取に努めるよう、振興局等に対して文書「平

成23年度行政監査結果に対する滞納整理事務の改善

について(通知)」(平成24年10月31日付河川第820

号）で指導通知を行いました。

また、振興局等から毎月の実施状況について報告

を受けるようにし、振興局等における実施状況の把

握に努め、必要に応じて助言、確認を行います。

ｄ 少額滞納案件の滞納処分の実施について、必 ｄ 少額滞納案件の滞納処分については、必要性を十

要性を十分に検討すること。 分に検討するとともに、滞納処分の必要がある案件

については、優先順位を踏まえた上で、滞納処分を

進めるよう、振興局等に対して文書「平成23年度行

政監査結果に対する滞納整理事務の改善について

(通知)」（平成24年10月31日付河川第820号）で指

導通知を行いました。

また、振興局等から毎月の実施状況について報告

を受けるようにし、振興局等における実施状況の把

握に努め、必要に応じて助言、確認を行います。

ｅ 財産調査や所在不明者の調査等を速やかに実 ｅ 財産調査や所在不明者の調査等については、速や

施し、適切な事務処理を行うこと。 かに実施し、適切な事務処理を行うよう、振興局等

に対して文書「平成23年度行政監査結果に対する滞

納整理事務の改善について(通知)」（平成24年10月

31日付河川第820号）で指導通知を行いました。

また、振興局等から毎月の実施状況について報告

を受けるようにし、振興局等における実施状況の把

握に努め、必要に応じて助言、確認を行います。

ｆ 時効の完成による不納欠損の整理前に、時効 ｆ 不納欠損の時効の完成前に時効を中断させる取組

を中断させる取組を実施するよう努めること。 については、実施に努めるよう、振興局等に対して

文書「平成23年度行政監査結果に対する滞納整理事

務の改善について(通知)」（平成24年10月31日付河

川第820号）で指導通知を行いました。

また、振興局等から毎月の実施状況について報告



- 22 -

を受けるようにし、振興局等における実施状況の把

握に努めています。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 滞納整理取組結果を継承していないもの

平成19年 7月に滞納整理強化推進3箇年計画

を策定し、計画に基づいた取組を平成21年度ま

で行い、計画期間終了後に計画の達成状況等の

取りまとめやその後の取組の必要性などを検討

することとしていたが、これを行っていなかっ

たため、計画終了後は部局等の徴収対策に差が

生じていた。

ｂ 徴収等担当職員ノウハウ向上のための組織と

しての取組が不足しているもの

人事異動があった場合は、担当者間の個人的

な引継ぎのみが主に行われており、職場研修や

課内検討会等の組織としての継承、実務的なノ

ウハウ習得への取組が行われていない部局等が

あった。

《改善意見》

ａ 徴収技術の向上やノウハウの継承等のため、 ａ 滞納整理強化の取組等の結果については、成果、

滞納整理強化の取組等の結果について、成果、 達成状況等のとりまとめを行いました。とりまとめ

達成状況などを取りまとめるなど、今後の取組 た成果、達成状況等については、今後の取組に活用

に活用すること。 します。

ｂ 平成19年 7月に策定された「占用料等滞納整 ｂ 「占用料等滞納整理事務の手引き」を活用し、各

理事務の手引き」を活用した職場研修や本庁主 振興局等担当職員を対象に、より専門的な知識の習

催の研修等の実施により、担当職員の滞納整理 得を目的とした本庁主催の研修会等を開催しまし

に関する法的知識や技術の向上を図ること。 た。

また、各職場単位での職場研修等を実施するよう

振興局等に対して文書指導通知を行っており、今後

も担当職員の滞納整理事務に関する法的知識や技能

の向上に努めます。

(12) 高等学校授業料

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 未納者整理表による未納状況の管理等を適切

に行っていないもの

授業料の未納がある場合にあっては、「道立

高等学校授業料の未納対策について」に基づき

授業料未納者整理表を作成し、未納状況や督促

・催告の経過を整理することとしているが、文

書や電話による催告の実施状況や折衝状況など

の処理経過の記録を行っていないもの、保証人

の連絡先や家庭状況などの記載がないものなど

適切な整理を行っていないものがあった。

また、学校から教育局へ支払督促申立て依頼

後、教育局が催告等を行っているが、教育局に

おける催告の状況等が記録されていないものが

あった。

ｂ 滞納者の納付意識や資力等を把握していない
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もの

滞納理由が未調査や不明となっているものが

あるなど、滞納者の納付意識や資力等を把握し

ていないものがあった。

ｃ 催告を適切に行っていないもの

教育局において学校から簡易裁判所への支払

督促の依頼を受け、手続を行った後は債権管理

を行っているが、学校では教育局へ支払督促申

立てを依頼した後、現地調査を行い卒業生の居

住地の確認をするなど、債権管理を行う教育局

と未収となった生徒の在学した学校が連携した

未納対策が行われていないものがあった。

ｄ 仮執行宣言付支払督促確定後の事務処理が明

確となっていないもの

教育局において仮執行宣言申立てを行った未

納者の仮執行宣言付支払督促確定以降に係る事

務処理について、具体的な事務処理方法が明確

となっていなかった。

《改善意見》

ａ 授業料未納者整理表に、納付状況や折衝内容 ａ 授業料未納者整理表については、納付状況や折衝

を正確に記載するなど、収納管理等を適切に行 内容が遡って確認できるよう記載することとし、未

うこと。 納者の現状把握に努めます。

ｂ 漫然と消滅時効を完成させることのないよ ｂ 未納者の納付意識や資力等の状況を把握し、収入

う、未納者の納付意識や資力等の調査を適切に の確保に努めます。

行い、収入の確保に努めること。 また、教育局職員による催告、現況確認等を定期

的に行うこととしました。

ｃ 学校においても、現地調査による滞納者の居 ｃ 学校が教育局からの依頼により現地調査による未

住地の確認など、債権管理を行う教育局と連携 納者の居住地の確認を行うことや教育局から学校へ

した未収金解消に向けた取組みを適切に行うこ 授業料等債権管理票を送付し、未納状況等を確認す

と。 るなどして、債権管理を行う教育局と学校が連携し

て未収金解消に向けた取組を行います。

ｄ 仮執行宣言付支払督促後の取扱いについて、 ｄ 仮執行宣言付支払督促後の取扱いについては、平

明確にするよう検討すること。 成24年12月14日付け教高第1465号通知及び同日付事

務連絡により、教育局において、折衝内容を記載す

るなど様式を変更した授業料等債権管理票を新たに

作成し、少なくとも年2回以上の電話や文書による

催告などを行うよう通知したところであり、未納者

の経済状況等を把握した上で、さらなる効果的な収

入確保策を検討します。

また、連絡がつかない者については、教育局は必

要に応じて現地調査を学校に対し求めることとし、

教育局と学校が連携して居住地の追跡を継続的に実

施するよう通知したところです。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 滞納整理に関するノウハウ向上のための取組

が不足しているもの

事務長会議や校長会議において、未納対策に

ついて説明しているが、担当者の研修会は行わ

れていない。

《改善意見》

ａ 滞納整理に関する説明会や研修を実施するな ａ 未納対策事務について理解を図るよう指導すると

ど、担当職員の法的知識や技術の向上を図るよ ともに、事務長会議などの各種会議等において説明
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う努めること。 を行うとともに、担当職員への研修の実施に努めま

す。

(13) 生活保護費返還金収入等

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を適切に行っていないもの

督促の実施に当たって、納期限後30日以内に

送付していないものや督促状の教示文における

延滞金の率を誤って記載しているもの、また、

督促状が返戻となったものについて、所在等の

調査を行わず未処理となっているものがあっ

た。

ｂ 滞納整理票の作成等を行っていないもの

収入未済金については、滞納整理票に納付の

状況や文書、訪問督励等の処理経過を記録し決

裁を行うこととされているが、滞納整理票を作

成していないものや催告等の折衝経過を記録し

ていないもの、収納日や督促発付日が明確に記

載されていないものなどがあった。

ｃ 履行延期の特約等の手続等を適切に行ってい

ないもの

履行延期の特約等を行う場合、担保及び利息

を付すことになるが、これらを免除するに当た

って、免除要件の検討が不十分なものがあっ

た。

ｄ 催告を適切に行っていないもの

督促状の指定期限の経過後も納付されない場

合は、電話や文書、訪問等により催告を行うこ

ととされているが、これを長期間行っていない

ものや年に一度しか行っていないものなどがあ

った。

また、履行延期申請による返還計画が不履行

となったものについて、催告等を行っていない

ものがあった。

ｅ 滞納者の所在等の調査を行っていないもの

所在不明となった滞納者について、所在等の

調査を実施していないものがあった。

ｆ 延滞金を徴収していないもの

当該返還金収入等は公法上の債権であること

から、督促の期限を経過して納付されるとき

は、徴収条例の規定により延滞金を徴収するこ

ととされているが、これを徴収していないもの

があった。

ｇ 強制執行等に向けた整理を行っていないもの

当該返還金収入等については、自治令の規定

により督促をした後、相当の期間を経過しても

なお納付されないときは、強制執行等の措置を

とらなければならないこととされている債権で

あるが、債務名義を取得するなど、これまでに

強制執行等の措置をとった例はなく、また、強
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制執行等に向けた債権の整理を行っていないも

のがあった。

ｈ 不納欠損の整理を適切に行っていないもの

公法上の債権については、消滅時効が完成し

たとき、不納欠損の整理をすることとなるが、

消滅時効が完成するまでの間、催告などを行わ

ずに不納欠損の整理をしているものがあった。

また、債務承認のため返済計画書を提出させ時

効を中断しているが、返還金の一部を返済計画

書に含めなかったため、その返還金に係る時効

が完成し不納欠損の整理を行っているものがあ

った。

《改善意見》

ａ 督促については、適切な事務処理を行うこ ａ 督促については、平成24年11月、各振興局に対し

と。また、督促状が返戻となったものについて て督促状は履行期限後30日以内に送付すること及び

は、市町村等関係機関の協力を得るなど確認を 延滞金の率を正確に記載するよう周知しました。

行い適切に処理すること。 また、督促状が返戻された場合は、担当ケースワ

ーカーや市町村等関係機関の協力を得て居所を確認

するなど、連携を密にして居所の確認に努めるよう

周知しました。

ｂ 滞納整理票は、生活保護債権管理マニュアル ｂ 平成24年11月、各振興局に対して滞納整理票は生

に基づき作成するとともに、納付の状況や催告 活保護債権管理マニュアルに基づき作成するととも

等の経過を記録すること。また、収納日等は明 に、催告等の折衝経過、収納日、督促状発付日等の

確に記録すること。 収納管理上必要な発生事実を明確に記載するよう周

知しました。

ｃ 履行延期の特約等に係る担保及び利息を免除 ｃ 平成24年11月、各振興局に対して履行延期の特約

するに当たっては、免除要件を明確にし決定す 等に係る担保及び利息を免除するに当たっては、免

ること。 除要件の確認を徹底するとともに、決定書に該当す

る免除要件を付記するよう通知しました。

ｄ 電話や文書、訪問等による催告を適期に行う ｄ 平成24年11月、各振興局に対し催告については、

など、滞納の実態に即した滞納整理を実施する 担当ケースワーカーと連携を密にし、債務者の状況

こと。 に合わせて、家庭訪問をした際に実施するなど、年

また、返還計画が不履行となったものについ に複数回実施するよう周知しました。

ては、早期に電話等で催告し、履行を継続させ また、履行延期申請による返済計画が不履行とな

るよう努めること。 ったものについても、担当ケースワーカーと連携を

密にし、速やかに催告を行い、返済計画の履行を継

続させるよう通知しました。

ｅ 所在不明となった滞納者については、ケース ｅ 平成24年11月、各振興局に対し所在不明となった

ワーカーや市町村等関係機関に確認するなど連 滞納者については、担当ケースワーカーや市町村等

携を図り、転出先等の調査を実施すること。 関係機関と連携を図り、所在を確認するなど転出先

等の調査をするよう通知しました。

ｆ 延滞金については、徴収条例の規定に基づき ｆ 平成24年11月、各振興局に対し延滞金の徴収につ

適切な事務処理を行うこと。 いては適切に事務処理を行うよう通知しました。

ｇ 一度も納付のない者や長期間納付のない者に ｇ 平成24年11月、各振興局に対し一度も納付のない

ついては、必要な調査の実施により債権の整理 者や長期間納付のない者については、滞納に係る実

を行い、強制執行等の措置を検討すること。 情を調査の上、特に悪質と認められる場合は、強制

執行等の措置を検討するよう通知しました。

ｈ 返済計画書の提出により債務を承認させ時効 ｈ 平成24年11月、各振興局に対し、滞納者に対し催

中断の措置を行うなど、滞納者への折衝を行い 告の実施等を行うとともに、返済計画書の提出によ

漫然と時効を完成させない取組を行うこと。 る債務承認を求める等の取組を行うよう通知しまし

た。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》
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ａ 滞納整理に係る取組を行っていないもの

滞納整理事務について、担当職員のほか管理

職員が確認し助言等を行うことや、ケースワー

カーとの情報共有や連携を図ることなど収入未

済額の解消に向けた取組を行っていないものが

あった。

ｂ 滞納整理事務に関するノウハウ習得の機会を

設けていないもの

滞納整理事務に携わる職員のノウハウの維持

や向上させるためには、研修会の開催や他団体

主催の研修会への参加などが必要であるが、こ

れらを行っていなかった。

《改善意見》

ａ 滞納整理事務については、担当者のほか管理 ａ 平成24年11月、各振興局に対し滞納整理事務につ

職員が確認するなど組織的な対応を行うととも いては管理職員が滞納整理の実施及び進捗の状況を

に、ケースワーカーとの情報共有や連携を図り 常に把握するとともに、適切な事務の執行に向けた

収入未済額の解消に向けた取組を行うこと。 指導指示を行うよう通知しました。

ｂ 滞納整理事務に関するノウハウの維持や向上 ｂ 平成24年11月、各振興局に対し局内で行う研修の

を図るため、道主催の研修会の開催や他団体主 場において、未収金発生防止対策について取り上げ

催の研修会への参加などについて検討するこ るとともに、滞納整理事務に関する外部の研修の実

と。 施予定の把握に努め、当該研修に積極的に参加する

よう通知しました。

また、本庁においても外部の研修の実施予定の把

握に努めるとともに、入手した効果的な研修の手法

や内容を各振興局に対し情報提供することとしまし

た。

(14) 放置違反金収入

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を適切に行っていないもの

督促状を納期限後30日を超えて発しているも

の、また督促状が返戻された時は照会対象者リ

スト（督促用）を作成し、滞納者の所在を調査

することとされているが、このリストを作成し

ていないものがあった。

ｂ 事務処理の方法が明確となっていないもの

現金書留により納付の依頼があったものにつ

いて、その収納後、領収証書を納入者に送付し

ているが、簡易書留により返送しているものや

普通郵便により返送しているものがあるなど、

その取扱いが区区となっており、事務処理の方

法が明確となっていないものがあった。

ｃ 催告を適切に行っていないもの

訪問や文書による催告を長期間行っていない

ものがあった。

また放置違反金の延滞金の年率については、

平成23年 4月 8 日通知分から率の変更が行われ

ているが、催告書の記載を変更しないまま通知

を行っているものがあった。

ｄ 滞納整理票の記録を整理していないもの
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事務処理要領等において、滞納者に対する督

促及び催告の状況、電話や訪問による納付催告

の状況を記録整理することとされているが、記

録を整理していないものがあった。

ｅ 不納欠損が適切な時期に行われていないもの

不納欠損を行う時期は、必要の都度あるいは

1箇月分をまとめて実施することとされている

が、 2、 3箇月分をまとめて行っているものや

滞納者が死亡していることを把握した後、不納

欠損の整理まで相当の期間を要しているものが

あった。

《改善意見》

ａ 督促は規則等に基づき適切に行うこと。 ａ 督促に当たっては、関係法令等を遵守し、適切な

事務処理に努めます。

ｂ 現金書留により納付の依頼があったときの取 ｂ 領収証書の送付については、普通郵便により返送

扱いは、事務処理要領等により明確化を図るこ することとする旨の通知文書を発出し、事務処理方

と。 法を明確にしました。

ｃ 催告は事務処理要領等に基づき適切に行うこ ｃ 催告に当たっては、事務処理要領等に基づき、訪

と。 問や文書による催告を適期に行うなど、適切な事務

処理に努めます。

ｄ 滞納整理票の記録整理を適切に行うこと。 ｄ 滞納者に対する納付催告に当たっては、その状況

を滞納整理票に確実に記録し、適切な事務処理に努

めます。

ｅ 不納欠損の整理については、適切な時期に行 ｅ 不納欠損に当たっては、不納欠損の整理を適期に

うこと。 行い、適切な事務処理に努めます。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(15) 違法駐車措置代執行収入

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を適切に行っていないもの

督促状を納期限後30日を超えて発しているも

のがあった。

ｂ 催告を適切に行っていないもの

訪問や文書による催告は行っているが、電話

等による催告を行っていないものや道外在住者

に対する文書催告が長期間行われていないもの

があった。

ｃ 滞納整理票の記録を整理していないもの

事務処理要領等において、滞納者に対する督

促及び催告の状況、電話や訪問による納付催告

の状況を記録整理することとなっているが、記

録を整理していないものがあった。

ｄ 延滞金の納付書の送付、催告等を適切に行っ

ていないもの

延滞金のみが未納となっているものについ

て、納付書の送付、催告等を行っていないもの

があった。

ｅ 不納欠損の整理を適切に行っていないもの

滞納者に対する資力等の調査を行わず、不納
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欠損の整理を行っているものがあった。

《改善意見》

ａ 督促は規則等に基づき適切に行うこと。 ａ 督促に当たっては、関係法令等を遵守し、適切な

事務処理に努めます。

ｂ 催告は事務処理要領等に基づき適切に行うこ ｂ 催告に当たっては、事務処理要領等に基づき、電

と。 話や文書による催告を確実に行い、適切な事務処理

に努めます。

ｃ 滞納整理票の記録整理を適切に行うこと。 ｃ 滞納者に対する納付催告に当たっては、その状況

を滞納整理票に確実に記録し、適切な事務処理に努

めます。

ｄ 延滞金の徴収については規則等に基づき適切 ｄ 延滞金の徴収に当たっては、関係法令等を遵守

に行うこと。 し、適切な事務処理に努めます。

ｅ 不納欠損の整理を行うに当たっては、滞納者 ｅ 不納欠損に当たっては、滞納者に対する資力等の

に対する資力等の調査を行うこと。 調査を確実に行い、適切な事務処理に努めます。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(16) 児童保護措置費徴収金

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 滞納整理票の作成等を行っていないものなど

督促状の指定期限の経過後も納付されない場

合は、事後の処理に対処するため、様式で定め

られた滞納整理票を作成し催告等の経過を記録

し、決裁に付することとしているが、滞納整理

票を作成していないものや、督促状の発付日及

び指定期限日を記録していないものがあった。

ｂ 督促を適切に行っていないもの

督促状が返戻となり送付先等が判明しない場

合は、公示送達を行わなければならないが、こ

れを行っていないものがあった。

ｃ 催告を適切に行っていないものなど

督促状の指定期限の経過後も納付されない場

合は、電話や文書、訪問等により催告を行うこ

ととしているが、これを長期間行っていないも

のや年に一度程度しか行っていないものがあっ

た。また、所在不明となったものについて、調

査等を実施していないものがあった。

ｄ 分割納付の手続等を適切に行っていないもの

分割納付の手続を行う際、納入計画を口頭で

受理しているものがあった。

ｅ 延滞金を徴収していないもの

児童保護措置費徴収金は公法上の債権である

ことから、督促の期限を経過して納付されると

きは、徴収条例の規定により延滞金を徴収する

こととなるものであるが、これを徴収していな

いものがあった。

ｆ 滞納処分に向けた財産調査等を行っていない

もの

児童保護措置費徴収金は、児童福祉法の規定

により、地方税の例による滞納処分ができる債
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権であるが、これまでに滞納処分を行った例は

なく、また、滞納処分に向けた財産調査や債権

の整理を行っていないものがあった。

ｇ 不納欠損の整理を適切に行っていないもの

消滅時効が完成するまでの間、資力調査など

を行わずに不納欠損の整理を行っているものが

あった。

また、消滅時効が完成している債権につい

て、不納欠損の整理を行わず放置しているもの

があった。

ｈ 電算システムを活用していないもの

児童相談所においては、当該徴収金に係る基

本台帳や相談受理台帳等を管理するシステムを

配置し、過去の相談取扱記録等を検索できる状

況にあるが、徴収事務を行う各振興局等の保健

行政室には配置しておらず、情報等を共有して

いなかった。

《改善意見》

ａ 北海道児童福祉施設費用徴収事務取扱要領に ａ 北海道児童福祉施設費用徴収事務取扱要領に基づ

基づき、滞納整理票を個人別に作成の上、納付 き、滞納整理票を個人別に作成の上、納付計画や面

計画や面接経過等を記録するなど適切な事務処 接経過等を記録するなど適切な事務処理を行いま

理を行うこと。 す。

ｂ 督促状が返戻となった場合は、児童相談所へ ｂ 児童相談所へ確認するほか、市町村等関係機関の

の確認や市町村等関係機関の協力を得るなど再 協力を依頼するなど、再調査を行い、調査の結果、

調査を行い、結果、住所等が不明な場合は、公 住所等が不明な場合は、公示送達の方法により督促

示送達の方法により督促すること。 を行います。

ｃ 電話や文書、訪問等による催告を行うなど、 ｃ 電話や文書、訪問等による催告を行うとともに、

滞納の実態に即した滞納整理を実施すること。 未納の原因や支払能力など本人の状況を調査するな

また、所在不明となった場合は、児童相談所 ど、滞納の実態に即した滞納整理を実施します。ま

への確認や市町村等関係機関の協力を得るな た、所在不明となった場合は、措置を行った児童相

ど、調査を行うこと。 談所への確認や市町村等関係機関への照会を行うな

ど、所在確認の調査を行います。

ｄ 分割誓約を行うに当たっては、口頭によるこ ｄ 分割納付の納入計画については、口頭によること

となく文書により行うこと。 なく、文書により行うよう事務処理の徹底を図りま

す。

ｅ 延滞金については、徴収条例の規定に基づき ｅ 延滞金については、税外徴収条例の規定に基づき

適切な事務処理を行うこと。 適切な事務処理を行います。

ｆ 滞納処分に向けた財産調査や債権の整理を行 ｆ 滞納処分に向けた財産調査や債権の整理を行うと

うこと。また、長期間滞納となっているものや ともに、長期間滞納となっているものや一度も納付

一度も納付のない滞納者がある場合にあって のない滞納者がある場合にあっては、地方税の例に

は、地方税の例による滞納処分を実施すること よる滞納処分を実施することについて、引き続き検

について検討すること。 討します。

ｇ 漫然と時効させない取組を行うこと。 ｇ 漫然と時効が完成しないよう資力調査等に取り組

また、既に消滅時効が完成しているものにつ むとともに、既に消滅時効が完成しているものにつ

いては、速やかに不納欠損の整理を行うこと。 いては、速やかに不納欠損整理を行います。

ｈ 児童相談所と振興局等の保健行政室における ｈ 「北海道子ども・家庭支援総合業務システム」の

電算システムの配置を検討するなど、情報等の 配置により、児童相談所と所管の総合振興局（振興

共有を図ること。 局）の双方で必要な情報を共有する体制を整備しま

す。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 滞納整理に係る報告を行っていないもの

督促や催告などの処理経過について、管理職
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員等に報告を行っていないものがあった。

ｂ 滞納整理に関する対応が不足しているもの

督促の根拠、消滅時効の期間、時効中断の要

件及び地方税の例による滞納処分の方法を理解

していないなど、担当職員の滞納整理に関する

法的知識や技術の向上のための対応が不足して

いるものがあった。

ｃ 滞納整理に係る取組を行っていないもの

徴収強化月間を設定するなど、具体的な取組

を行っていない。

《改善意見》

ａ 督促や催告などの処理経過について、管理職 ａ 督促や催告などの処理経過について、管理職員等

員等に報告を行うこと。 への報告を行うよう徹底します。

ｂ 滞納処分に係る研修会を開催するなど、法的 ｂ 滞納処分に係る研修会を開催するなど、組織的に

知識や技術の向上を図るよう努めること。 法的知識や技術の向上を図るよう努めます。

ｃ 徴収強化月間を設定するなど、収入未済額の ｃ 徴収強化月間を設定するなど、収入未済額の圧縮

解消に向けた取組を行うこと。 に向けた組織的な取組を行います。

(17) 心身障害者扶養共済掛金収入

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 不納欠損の整理を適切に行っていないもの

私法上の債権については、消滅時効が完成し

た場合は、滞納者からの時効の援用に基づき不

納欠損の整理をすることとなるが、平成18年度

以前における債権管理が不十分だったことか

ら、消滅時効が完成している債権について整理

されていないため、不納欠損の整理を行ってい

ないものがあった。

《改善意見》

ａ 消滅時効が完成している債権を特定し、不納 ａ 消滅時効が完成している債権の特定する作業を行

欠損の整理を適切に行うこと。 っているところであり、特定後に不納欠損処理を行

うこととしています。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(18) 児童扶養手当返還金

(ｱ) 債権について

（改善意見なし）

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 延滞金を徴収していないもの

児童扶養手当返還金は公法上の債権であるた

め、納期限までに納付した者との公平性を確保

する観点から、督促の期限を経過して納付され

るときは、徴収条例の規定により延滞金を徴収

することとなるものであるが、これを徴収して

いなかった。

ｂ 長期滞納者に対する強制執行等の手続を検討

していないもの

児童扶養手当返還金は、自治令の規定によ
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り、督促をした後相当の期間を経過してもなお

納付されないときは、強制執行等の措置をとら

なければならないこととされている債権である

が、これまで、簡易裁判所への支払督促の申立

てや、強制執行等の措置を講じた事例はなかっ

た。

《改善意見》

ａ 延滞金については、徴収条例の規定に基づ ａ 延滞金の徴収については、徴収条例の規定に基づ

き、適切な事務処理を行うこと。 き、適切な事務処理を行うよう努めます。

ｂ 長期間にわたり納付のない滞納者などに対し ｂ 長期にわたり納付のない滞納者などに対しては、

ては、強制執行等の措置を講じることについて 世帯状況や収入状況をもとに、居住市町村と連携

検討すること。 し、必要な場合は支払督促の申立てを行うなどの措

置について、引き続き検討します。

(ｳ) 徴収体制等について

（改善意見なし）

(19) 過年度医業未収金（病院事業会計）

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 滞納整理に必要な帳票を備えていないもの

や、滞納者との折衝経過が適切に記録されてい

ないもの

過年度医業未収金については、北海道病院事

業未収金整理事務処理要領（以下本項において

「事務処理要領」という。）に基づき未収金整

理簿管理表等の帳票を備え、また滞納整理票に

債務者との折衝経過を記録することとされてい

るが、帳票の一部が備え付けられていないもの

や、滞納整理票に債務者との折衝経過や所在不

明の情報が記録されていないものがあった。

《改善意見》

ａ 事務処理要領に定める帳票を整備し、滞納整 ａ 事務処理要領に基づき、帳票の整備及び記録を適

理の処理経過について、適切な記録管理を行う 切に行ないます。

こと。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 納入誓約書を徴していないもの

事務処理要領では、退院時に支払がない場合

は納入誓約書を徴することとされているが、徴

していないものがあった。

ｂ 滞納通知書による催告を行っていないもの

督促状の指定期限を経過しても納付がなく、

その後の電話や訪問等による催告によってもな

お納付がない場合は、事務処理要領に定める様

式「診療費の滞納通知書」により催告すること

とされているが、これを行っていないものがあ

った。

ｃ 保証人に対する催告を行っていないもの

事務処理要領では、診療費の滞納通知書を送

付してもなお納付がない場合は、保証人へ催告

することとされているが、保証人に対し催告を

行っていないものがあった。

ｄ 保証人の要件を満たしていないものなど
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保証人は、患者本人と別世帯の成年者で、原

則として道内で独立の生計を営み支払能力を有

する者とされているが、この要件を満たしてい

ない者や要件の具備が不明な者が保証人となっ

ているもの、また、保証人の要件について入院

時に患者に周知していないものなどがあった。

ｅ 滞納者の資力等について、確認を行っていない

もの

滞納者の勤務先や収入状況などについて、調

査方法が難しいなどの理由から確認を行ってい

ないものがあった。

ｆ 延滞金を徴収していないものなど

使用料等が完納し延滞金が発生するものにつ

いて、延滞金を徴収していないものがあった。

また、生活困窮を理由に延滞金を減免してい

るが、所得証明書等が提出されておらず、減免

要件が確認できないものがあった。

ｇ 徴収停止の可否について、調査が十分行われ

ていないもの

徴収停止を決定するに当たっては、要件であ

る無財産等の状況について、具体的資料による

慎重かつ厳正な調査を行って判断することとさ

れているが、これが行われていないものがあっ

た。

ｈ 分割納付について口頭で認めているもの

分割納付について、書面によって債務者の意

志を確認することなく、口頭で認めているもの

があった。

ｉ 強制執行等に向けた債権の整理を行っていな

いもの

督促を行った後、相当の期間を経過してもな

お履行しない債務者に対しては、個人分医業未

収金法的措置実施要領（以下本項において「実

施要領」という。）に基づき道立病院室と協議

の上、即決和解や支払督促等の法的措置を講ず

ることとされているが、措置に向けた債権の整

理を行っていないものがあった。

ｊ 不納欠損の整理を適切に行っていないもの

滞納者に対し時効の援用を確認することな

く、不納欠損の整理を行っているものがあっ

た。

《改善意見》

ａ 納入誓約書については、事務処理要領に基づ ａ 退院時に医療費が確定し請求を行った者で、退院

き適切に徴すること。 時に支払がない者については、事務処理要領に基づ

き、納入誓約書の徴取を適切に行ないます。

ｂ 事務処理要領で定められた滞納通知書により ｂ 滞納通知書による催告を適切に行ないます。

適切に催告を行い、収入の確保に努めること。

ｃ 保証人に対する催告を適切に行うこと。 ｃ 保証人と滞納者の関係及び保証人の生活状況等を

十分調査したうえで、保証人に対する催告を適切に

行ないます。

ｄ 入院時に保証人の要件について、患者へ十分 ｄ 保証人の要件について入院時に患者に十分周知す

説明するなど適切に行うこと。 るとともに、北海道病院事業条例施行規則に基づ
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き、原則、要件を具備した者を保証人とさせます。

ｅ 滞納者の資力等について、適切に確認を行う ｅ 滞納者の状況を適切に調査し、その資力を把握し

こと。 ます。

ｆ 延滞金の徴収に係る手続を、適切に行うこ ｆ 事務処理要領に基づき延滞金を徴収するととも

と。 に、減免を行う場合は、要件の確認を適切に行ない

ます。

ｇ 徴収停止の手続きを、適切に行うこと。 ｇ 適切な調査を実施し、具体的な要件を確認した上

で、徴収停止の決定を行ないます。

ｈ 分割納付を認める場合は、手続きを適切に行 ｈ 事務処理要領に基づき、分割納付の承認は、書面

うこと。 による申請により行ないます。

ｉ 督促後、相当の期間を経過してもなお納付さ ｉ 法的措置に要する費用や滞納者の資力の状況を調

れない場合は、実施要領に基づき即決和解や支 査し、強制執行等を実施した場合の効果を十分勘案

払督促等の強制執行に向けた債権の整理につい した上で、法的措置の実施について検討します。

て検討すること

ｊ 不納欠損の整理を適切に行うこと。 ｊ 滞納者に対する、時効の援用を適切に確認したう

えで、不納欠損の整理を行います。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 徴収体制が整っていないもの

債権に係る現状分析や滞納整理方針の策定を

行っておらず、組織的な徴収体制の整備につい

て検討していないものがあった。

ｂ 滞納整理に関する研修会等を開催していない

もの

滞納整理に関する研修会等を定期的・継続的

に開催していなかった。

《改善意見》

ａ 債権に係る現状分析や滞納整理方針の策定を ａ 「平成24年度個人医業等未収金の事務処理方針」

行い、組織的な徴収体制の整備について検討す に基づき、未納整理強化月間を定め、病院全体での

ること。 取り組みを行いました。平成25年度以降も同様の取

組を行う予定です。

ｂ 滞納整理事務担当者の事務処理要領や実施要 ｂ 平成24年度開催の事務長会議で未収金回収の取組

領等に関する理解促進を目的とした定期的・継 強化を周知したほか、実地出納検査において、各病

続的な研修会等の開催を検討すること。 院の担当に対して事務処理要領等の説明を行い、滞

納整理の理解促進を図りました。今後も財務会計事

務担当者会議や実地出納検査等の機会を利用して、

滞納整理に関する理解の促進に努めます。

(20) 特定疾患医療費返還金

(ｱ) 債権について

《監査結果》

ａ 調定を行っていないもの

履行延期の特約を承認し減額調定を行った債

権については、分割納入計画に基づき再度、調

定を行わなければならないが、これを行ってい

ないものがあった。

《改善意見》 ａ 履行延期の特約を承認し、減額調定を行った債権

ａ 履行延期の特約を承認し、減額調定を行った については、新たに分割納入計画を決定し、計画に

債権については、適期に調定を行うこと。 基づき、適切に調定を行っています。

(ｲ) 徴収について

《監査結果》

ａ 督促を行っていないもの
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督促については、時効中断の効果を有するほ

か、延滞金の発生要件とされているものであ

り、収入金を納期限までに完納しない場合には

督促を行わなければならないが、これを行って

いないものがあった。

ｂ 催告を適切に行っていないもの

電話による催告のみを行い、文書や訪問催告

などを行っていないものがあった。

ｃ 滞納者の状況等を把握していないもの

滞納者の状況等を把握していないものや滞納

者の相続人に係る調査を行っていないものがあ

った。

ｄ 延滞金を徴収していないもの

督促の期限を経過して納付されるときは、徴

収条例の規定に基づき延滞金を徴収することと

なるが、徴収していないものがあった。

《改善意見》

ａ 督促については、徴収条例の規定に基づき適 ａ 督促については、徴収条例の規定に基づき、適切

切な事務処理を行うこと。 に行っています。

ｂ 催告については、文書や訪問催告などを行う ｂ 文書による催告のほか、必要に応じ、電話や訪問

こと。 による催告を行うこととしました。

ｃ 滞納者の状況等や相続人に係る調査を行い状 ｃ 必要に応じ調査を実施するなど、滞納者の状況把

況を把握すること。 握に努めることとしました。

ｄ 延滞金については、徴収条例の規定に基づき ｄ 延滞金については、徴収条例の規定に基づき、発

適切な事務処理を行うこと。 生状況を整理し、適切な事務処理に努めています。

(ｳ) 徴収体制等について

《監査結果》

ａ 滞納整理方針等を策定していないものなど

個別の滞納状況の把握や滞納整理方針の策定

など収入未済額を解消するための取組がなされ

ていなかった。

《改善意見》

ａ 滞納整理方針の策定など収入未済額の解消に ａ 債権管理簿によるチェック体制を強化するととも

向けた取組を行うこと。 に、収入未済額を解消するため、徴収事務マニュア

ルを作成することとしました。
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別 紙
監 査 対 象 部 局

総務部、環境生活部、保健福祉部、経済部、農政部、水産林務部、建設部、出納局、教育
庁、警察本部、各総合振興局・振興局及び出先機関等
なお、総務部及び出納局においては、貸付事務等を所管していないことから平成18年度に

実施した行政監査の結果により講じた是正措置に係る監査のみを行った。
実地監査を行った出先機関等については、次のとおりである。

（保健福祉部関係）衛生学院、江差病院、北見病院、羽幌病院、苫小牧病院、
緑ヶ丘病院、向陽ヶ丘病院、子ども総合医療・療育センター

（教育庁関係） 各教育局のほか、各教育局管内の高等学校は次のとおり
（空知管内） 夕張高等学校、美唄工業高等学校、三笠高等学校、滝川高等学校、

深川東高等学校、深川西高等学校、南幌高等学校、栗山高等学校
（石狩管内） 札幌工業高等学校、札幌厚別高等学校、札幌白陵高等学校、

北広島西高等学校
（後志管内） 岩内高等学校、仁木商業高等学校、余市紅志高等学校
（胆振管内） 室蘭工業高等学校、苫小牧工業高等学校、追分高等学校、
（日高管内） 富川高等学校、静内農業高等学校
（渡島管内） 函館工業高等学校、上磯高等学校、七飯高等学校、森高等学校、

長万部高等学校
（上川管内） 富良野高等学校、富良野緑峰高等学校
（ｵﾎｰﾂｸ管内） 留辺蘂高等学校、網走桂陽高等学校、美幌高等学校、訓子府高等学校

女満別高等学校
（釧路管内） 釧路東高等学校、厚岸翔洋高等学校、白糠高等学校

＊なお、上記以外の高等学校については、収入未済額等に係る関係書類の提出を求めている。

（警察関係） 函館方面本部、旭川方面本部、釧路方面本部、北見方面本部




